
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  財産債務明細書の見直し                  

Ｑ：平成27年度の改正では、財産債務明細

書が見直されるとか。どのようになるのです

か？                                           

                                              

Ａ：財産債務調書に名前が変わり、次のよ

うになります。 

【解説】 

現行の所得税法では、その年分の所得金額

が２千万円を超える者に対して、その年12月

31日時点において有する国外財産の種類、数

量及び価額並びに債務の金額その他必要な事

項を記載した「財産債務明細書」の提出を義

務付けていますが、平成27年度の税制改正で

は、これを「財産債務調書」に名称を変更し、

財産要件を提出基準に加え、次のように変わ

ります。 

 ①提出基準 

  その年分の所得金額が２千万円超かつ次の

いずれかを満たす者 

 ・年末に有する財産の価額の合計額が３億円

以上 

 ・年末に有する有価証券等の評価額の合計額

が１億円以上 

 ②記載項目 

  財産の種類、数量、価額、所在、用途、区

分及び債務 

  ※財産の評価は原則時価、見積価額でも可。 

   有価証券等は取得価額の記載も要。 

  なお、今回の改正では、財産債務調書の提

出によって、所得税又は相続税に係る過少申

告加算税等を加減算する特例措置が講じられ

ます。 
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